
２０２１年９月２７日 

                            

                          株式会社福島銀行 

 

他行宛給与振込・賞与振込における振込手数料の改定に伴う 

法人インターネットサービス利用規定改定について 

 

 当行では、他行宛の給与振込・賞与振込について、振込手数料を改定すると 

ともに関連する利用規定を下記の通り改定します。 

 なお、改定後の規定は、本規定よりお取引されているお客様にも適用させて 

いただきます。 

記 

 

１．利用規定改定日 

  ２０２１年１０月１日 

 

２．対象サービス 

  他行宛の給与振込・賞与振込 

 

３．利用規定改定内容 

改定前 改定後 

第８条 

 インターネットサービス 

３．給与振込・賞与振込 

（５）振込資金等の引落し 

 

振込資金は振込指定日

の前営業日の当行所定

の時間に引き落としま

す。 

なお、振込資金の引落し

ができない場合、給与振

込等のお取扱いができな

い場合あります。 

 

振込資金および振込手数料

（以下「振込資金等」とい

います。）は振込指定日の

前営業日の当行所定の時間

に引き落とします。 

なお、振込資金等の引落し

ができない場合、給与振込

等のお取扱いができない場

合あります。 

 

                           以 上 


